
(その 2) 

見  積  書

  うち消費税額及び地方消費税額

￥  円

品   名
品質・形状  

寸 法
数 量 単位 単 価 金   額

円 円

摘

要

契 約 番 号 第   号 納 期 令和   年   月 日

契約年月日 令和   年   月 日 納入年月日 令和   年   月   日

納 入 場 所 検査年月日 令和   年   月   日

契約保証金 円・市川市財務規則第 117 条第３項第   号により免除

支 払 時 期 検査の終了後、請求書を提出した日から 30 日以内に支払うものとする。 

ご指示の設計書・図面及び仕様書その他契約条件を承知のうえ、

上記金額をもって納入いたしたく見積りいたします。

令和   年   月  日

住 所

社名(団体名) 

  代 表 者 名 ㊞

市 川 市 長 

※ 市川市財務規則第 116 条の規定に基づき、本見積書の提出をもって

契約書の作成を省略することができる。



暴力団等排除に係る契約解除に関する特約条項 
（製造の請負、業務委託、賃貸借その他契約用） 

 
（総則） 
第１条 この特約は、この特約が付される契約（市川市財務規則（昭和６０年規則第４号）第１１６条の規定により、

契約書の作成を省略する契約を含む。以下「契約」という。）と一体をなす。 
 
（暴力団等排除に係る解除） 
第２条 市川市（以下「市」という。）は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除す

ることができる。 
(１)役員等（法人である場合には、その役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締結する事務所をいう。）の代表者

を、法人以外の団体である場合には、代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者を、個人である場合に

は、その者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）若しくは暴力団員等（暴力団員による不当な行為の防止

等に関する法律第２条第６号に規定する暴力団員及び暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者をいう。以下

同じ。）であると認められるとき、又は暴力団若しくは暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められるとき。 
(２)役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団

等（暴力団及び暴力団員等並びに暴力団及び暴力団員等と密接な関係を有する者をいう。以下同じ。）を利用するな

どしていると認められるとき。 
(３)役員等が、暴力団等に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、

運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。 
(４)役員等が、暴力団等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 
(５)役員等が、暴力団、暴力団員等又は前４号のいずれかに該当する法人等（法人その他の団体又は個人をいい、市川

市入札参加業者適格者名簿に登載されているか否かを問わない。）であることを知りながら、これを不当に利用する

などしていると認められるとき。 
(６)下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方が前５号のいずれに該当することを知り

ながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 
(７)契約の相手方が、第１号から第５号までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の

契約の相手方としていた場合（前号に該当する場合を除く。）に、市が契約の相手方に対して当該契約の解除を求め、

契約の相手方がこれに従わなかったとき。 
２ 契約の相手方が、協同組合又は共同企業体である場合における前項の規定については、その代表者又は構成員が同

項各号のいずれかに該当した場合に適用するものとする。 
３ 契約の相手方は、前２項の規定により契約が解除された場合は、違約金として、契約金額（この契約が地方自治法

施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の１７に規定する条例で定める契約（この項において「長期継続契約」

という。）においては、契約期間中の各会計年度の支払予定額のうち最も高い額（この項において「最高支払予定額」

という。））の１００分の１０に相当する額を市が指定する期限までに支払わなければならない。ただし、単位数量当

たりの契約金額を定めた単価契約においては、契約単価に契約期間内の予定数量を乗じて計算した額（長期継続契約

においては、最高支払予定額）の１００分の１０に相当する額とする。 
４ 契約を解除した場合において、契約保証金が納付されているときは、市は、当該保証金を前項の違約金に充当する

ことができる。 
５ 第１項の規定により契約が解除された場合に伴う措置については、契約の規定による。 
 
（関係機関への照会等） 
第３条 市は、契約からの暴力団等の排除を目的として、必要と認める場合には、契約の相手方に対して、役員等につ

いての名簿その他の必要な情報の提供を求めることができ、その情報を管轄の警察署に提供することで、契約の相手

方が前条第１項各号に該当するか否かについて、照会できるものとする。 
２ 契約の相手方は、前項の規定により、市が警察署へ照会を行うことについて、承諾するものとする。 
 
（契約の履行の妨害又は不当要求の際の措置） 
第４条 契約の相手方は、自らが、又はこの契約の下請負若しくは受託をさせた者（この条において「下請事業者等」

という。）が、暴力団等から契約の適正な履行の妨害又は不当要求を受けた場合は、毅然として拒否し、その旨を速

やかに市に報告するとともに、管轄の警察署に届け出なければならない。 
２ 契約の相手方及び下請事業者等は、前項の場合において、市及び管轄の警察署と協力して、契約の履行の妨害又は

不当要求の排除対策を講じなければならない。 


